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１ 平成２９年度 こども未来局の主な事業 

＜子育てを社会全体で支える取組の推進＞            

【小児医療費助成事業】                                   [こども家庭課]

 平成 29年度予算 ４，５９７，３０８千円 

●通院医療費助成対象年齢の引き上げの実施 

・通院助成の対象年齢を平成２９年４月から小学校６年生までに拡大 

・小学校４年生から６年生については、入院・調剤は医療費自己負担分を全額助成、通

院については、通院１回あたり５００円を超えた額を助成 

【地域における子育て支援の推進事業】 [企画課]

 平成 29年度予算 ４７１，８８７千円

●地域子育て支援センター（５３か所）における子育て支援情報の提供及び相談支援事業

等の実施 

●ふれあい子育てサポート事業の実施 

●「子どもの未来応援プラン」の中間評価と平成３０年度以降の計画について見直し 

【児童福祉施設等の指導・監査】               [監査担当]

 平成 29年度予算 ９，４４６千円 

●児童福祉関係法令に基づく保育所などの児童福祉施設等及び運営法人に対する指導・監

査の実施 

子どもにかかる医療費の一部を助成することにより、子どもの健康保持や健全な

育成を図ります。 

地域の中で、親子で遊べる場づくりを推進するとともに、互いに支え合う子育て

援助活動を促進するなど子育てに不安を感じる家庭への相談・支援体制づくりを

進めます。 

施設の増加や多様な運営主体の参入などの状況を踏まえ、安定的かつ継続的な法

人・施設運営などの質の確保に向け、適切な指導・監査を実施します。 
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＜質の高い保育・幼児教育の推進＞               

【認可保育所整備事業】                  [保育所整備課]

 平成 29年度予算 ５，０３１，０９６千円

●認可保育所等における保育受入枠の拡大 

・平成３０年度の１,６８６人の受入枠拡大に向けた整備の推進 

●新たな公立保育所の老朽化対策の推進 

・大島・大島乳児保育園（川崎区）の移転整備（実施設計及び新園舎建設等）推進 

・生田・生田乳児保育園（多摩区）の整備（基本・実施設計及び仮設園舎建設等）推進 

・古川保育園（幸区）、中原保育園（中原区）の整備（基本計画等）推進 

●公立保育所の民営化に向けた整備 

・公立保育所の民営化の推進（民営化園：４園） 

【認可保育所運営事業】                [保育課、運営管理課]

 平成 29年度予算 ４１，４５４，３５２千円

●主な保育事業の拡充 

・認可保育所の拡充      ２９４か所⇒３２３か所 

・延長保育事業の拡充     ２９４か所⇒３２３か所 

・一時保育事業の拡充      ６４か所⇒７０か所 

 ・地域型保育事業の拡充     ５３４人⇒７０６人 

●年度限定型保育事業の実施 

 ・１６か所 ９０人分 

高まる保育ニーズに適切に対応するため、「子ども・子育て支援事業計画」に基づ

き、認可保育所の整備を進めます。 

■市有地貸与型            ３か所：１８０人

■民有地活用型            ３か所：２００人

■民間事業者活用型         １４か所：８８０人

■鉄道事業者活用型          ３か所：２００人

■小規模保育事業所          ９か所：１７１人

■民間保育所増改築          １か所： １０人

 ■公立保育所の民営化         ４か所： ４５人

長時間延長保育や一時保育、休日保育などの多様な保育サービスを充実するとと

もに、質の高い保育サービスを提供します。 
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【認可外保育施設支援事業】                   [保育課]

 平成 29年度予算 ４，０９６，０７８千円

●川崎認定保育園への運営費補助と保護者の負担軽減の実施 

・助成対象者           ４,３２２人 

【幼児教育推進事業】                   [幼児教育担当]

 平成 29年度予算 ３，７７２，４３２千円

●幼稚園・認定こども園への運営費等の給付（施設型給付） 

・幼稚園 ５か所  認定こども園 ４か所 

●幼稚園に就園する園児の保護者に対する保育料等補助の実施 

・対象者            ２０，７５７人

●幼稚園などが実施する預かり保育の実施時間、日数等の拡大 

【保育士確保対策事業】         [保育課、事業調整・待機児童対策担当]

 平成 29年度予算 ５５５，１４５千円

●保育士等の就業継続・離職防止を目的とした宿舎借上費用の補助の実施 

●保育士修学資金や潜在保育士就職準備金の貸付の実施 

●潜在保育士等に対する就職支援の実施 

●保育士養成施設・通信教育等の受講料補助の実施 

待機児童対策として、認可外保育施設等への支援を継続し、安定的な保育受入枠

の確保を図るとともに、保育の質の向上を図りながら認可化を進めます。 

質の高い幼児教育の推進を図るとともに、認定こども園への移行促進や幼稚園に

おける一時預かり事業を推進します。 

保育受入枠の拡大に合わせ、保育士確保対策を推進するとともに、保育所職員に

必要な専門的知識・技術等の習得に向けた研修等を実施します。 
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＜子どものすこやかな成長の促進＞                

【母子保健指導・相談事業】               [こども保健福祉課]

 平成 29年度予算 １５９，８０７千円

●地域の助産所等を活用した育児負担や不安軽減のためのケアや育児サポートの実施 

●各区に母子保健コーディネーターを配置し、母子健康手帳の交付・相談を実施 

【妊婦・乳幼児健康診査事業】                           [こども保健福祉課]

 平成 29年度予算 ２，１２０，４０７千円

●乳幼児健康診査の実施 

・１歳６か月、３歳は、各区（地域みまもり支援センター）で健診を実施 

・３か月、７か月、５歳児は、医療機関で健診を実施 

【こども文化センター運営事業】              [青少年支援室]

 平成 29年度予算 ３，３２０，２７１千円

●こども文化センター等の運営（５８か所） 

●多世代の交流促進に向けた老人いこいの家との連携モデル事業の拡大及び検証 

【わくわくプラザ事業】                  [青少年支援室]

 平成 29年度予算 ２６５，４４６千円

●小学校１１３校内でのわくわくプラザ事業の実施 

●プラザ室の計画的な維持・補修の実施 

思春期から、妊娠・出産、乳幼児期までライフサイクルの各時期に応じて、健全

な母性の育成、子育て支援など親と子の健康づくりを進めます。 

妊娠・出産を安全・安心に迎えるため、母子の健康状態や乳幼児の発達状況の確

認、疾病等の早期発見など、母と子の健康増進を図ります。 

子どもの多様な体験や活動を通じた児童の健全育成を推進するとともに、市民活

動の地域拠点としての活用を図ります。 

すべての小学生を対象に、学校や地域との連携を図りながら、放課後等に児童が

安全・安心に過ごせる場づくりを進めます。 
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＜子どもが安心して暮らせる支援体制づくり＞

【児童虐待防止対策事業】            [児童家庭支援・虐待対策室]

 平成 29年度予算 １１４，０２２千円

●児童虐待防止センターによる電話相談の実施 

●児童虐待防止普及啓発活動の実施 

●要保護児童対策地域協議会における要保護児童等へのきめ細かな対応と個別支援の実施 

●「児童家庭支援・児童虐待対策事業推進計画」の改定 

【児童相談所運営事業】              [児童家庭支援・虐待対策室]

 平成 29年度予算 ２９３，１０６千円

●子どもの置かれた状況に応じた子ども及び家庭への相談・援助の実施 

●要保護児童の一時保護及び児童養護施設等への措置の実施 

●児童福祉法の一部改正を踏まえた児童相談所の機能強化（児童福祉司等１６人の増員） 

【ひとり親家庭の生活支援事業】              [こども家庭課]

 平成 29年度予算 ４，１００，６０６千円

●児童扶養手当の支給 

●ひとり親家庭等医療費助成の実施 

●日常生活支援事業の実施 

●母子・父子福祉センター サン・ライヴでの生活・就業支援等の実施 

●就職に有利な資格取得支援の実施 

●ひとり親家庭の支援施策の周知に向けた取組の実施 

●ひとり親家庭等生活・学習支援事業の実施 

児童虐待の早期発見・早期対応、未然防止に向けた子育て支援や専門的支援の充

実を図るとともに、関係機関と連携しながら地域の支援体制づくりを進めます。 

増加する児童虐待や複雑・多様化する児童家庭相談に対し、専門性を活かした相

談支援を行うとともに、支援が必要な児童の一時保護等を行います。 

ひとり親家庭が安心して自立した家庭生活を送れるよう、経済的支援に加えて、

生活・就業相談、資格取得支援、子どもの生活支援などの取組を進めます。 
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【女性保護事業】                [児童家庭支援・虐待対策室]

 平成 29年度予算 ４７，６８４千円

●ＤＶ総合相談窓口（川崎市ＤＶ相談支援センター）の運営 

●各区における女性相談の実施 

【子ども・若者支援推進事業】     [青少年支援室、児童家庭支援・虐待対策室]

 平成 29年度予算 ８８，４８３千円 

●児童家庭支援センターの運営 

・児童家庭支援センター ６か所

●育児支援プログラムや課題のある学齢児への支援の充実 

●「子ども・若者ビジョン」の中間評価と平成３０年度以降の計画について見直し 

日常生活にさまざまな困難を抱える女性の相談・支援を行うとともに、ＤＶ被害

者等への支援に取り組みます。 

子ども・若者が自立して、社会生活を営むことができるよう、困難な状況にある

子どもや家庭への支援に取り組みます。 
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２ 平成２９年度 各課における取組概要 

総務部 

１.庶務課  

（１）局の庶務・経理、調査 

局の人事、予算及び決算や局事業の調査に関する事務を行うとともに、局内の連絡調

整や事務改善、人材育成などを行います。 

２.企画課  

（１）こども施策の企画、調整 

子育てしやすいまちを目指して、生まれる前から青年期に至るまでのすべての子ど

も・子育て支援策を一体的に推進するとともに、子ども・若者の育成・支援策を総合的

に推進するなど、こども施策に関する企画・調整を行います。 

（２）「子どもの未来応援プラン」の着実な推進 

子ども・子育て支援法に基づき、平成 27 年度から平成 31 年度までの 5 年間を計画期

間として策定した本プランに基づき、地域社会全体で子ども・子育て支援の充実を図る

ため、子ども・子育て施策を総合的に推進します。 

（３）地域子育て支援事業の推進 

地域子育て支援センターの運営やふれあい子育てサポート事業の実施、子育てガイド

ブックの作成、地方分権改革への対応等を通じて、地域における子育て支援の充実を図

ります。 

３.監査担当  

（１）児童福祉施設等の指導・監査 

児童福祉施設や家庭的保育事業等、社会福祉法人、児童福祉法施行事務の指導監査を

行い、必要な助言、指導等の措置を講ずることにより、施設等の運営の適正化を図りま

す。 
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子育て推進部 

１.保育課  

（１）民間保育所の運営 

児童の処遇向上を図るため、民間（認可）保育所の運営を支援するとともに、多様な

保育ニーズに対応するため、保育所の拡充や民間活力を活かした長時間延長保育、一時

保育を実施するなど、保育サービスの拡充を図ります。 

（２）地域型保育事業の運営 

子ども・子育て支援新制度の施行に伴い新たに創設された地域型保育事業の運営を支

援するとともに、利用児童の処遇を改善するための助成を行います。 

また、地域型保育事業に従事する保育従事者に向けた研修を実施し、保育内容の充実

を図ります。 

（３）認可外保育事業の充実 

川崎認定保育園などに対する運営費の助成や、保護者負担軽減のための保育料補助を

行うなど、認可外保育事業の拡充を図ります。 

２.運営管理課  

（１）公立保育所の運営 

市内 37 か所（40園）の公営保育所を管理・運営するとともに、保育の質の向上に向け、

民間保育所等への支援機能を強化するとともに、在宅で子育てする家庭への支援機能を

充実します。 

３.保育所整備課  

（１）民間保育所整備事業の推進 

引き続き待機児童の解消に向けて、民間活力を活かしながら、認可保育所や小規模保

育事業所の新設等を進めるなど、保育受入枠の拡大を図ります。 

（２）公立保育所の民営化の推進 

公表した 9 か所の民営化を計画的に進めるとともに、今後民営化を予定する公立保育

所についても、平成 33年 4 月を目途に、適切な手法を見極めながら、民営化を進めます。 

また、指定管理の公立保育所については、民設民営化の取組を進めます。 

（３）新たな公立保育所の老朽化対策の推進 

「新たな公立保育所」の機能や役割を果たすため、老朽化した保育所の建替えを計画

的に進めるとともに、さまざまな手法の検討をしながら効率的な対策を推進します。 
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４.事業調整・待機児童対策担当  

（１）待機児童の解消に向けた取組の推進 

「待機児童対策」が喫緊の課題となる中、保育受入枠の拡大や保育の質の維持・向上、

利用者への支援ときめ細やかな対応の充実を図るなど、待機児童解消へ向けた取組を推

進します。 

（２）保育士確保対策事業の推進 

保育受入枠の拡大に合わせ、民間保育所と連携した就職相談会等の開催や潜在保育士

に対する就職支援など、保育士確保対策を推進します。 

５.人材育成担当及び各区保育総合支援担当 

（１）「新たな公立保育所」における人材育成の推進 

保育の質の向上に向け、民間保育所への支援機能を強化するとともに、在宅で子育て

をする家庭への支援機能の充実など、「新たな公立保育所」としての役割を適切に果たす

ため、保育所職員に必要な専門的知識・技術等の習得に向けた研修等を実施するなど、

人材育成を図ります。 

６.幼児教育担当  

（１）幼稚園及び認定こども園に対する運営費補助等の実施 

施設型給付を受ける幼稚園及び認定こども園に対する運営費の補助を行います。 

また、県による私学助成を受ける幼稚園に対しては、教材教具の購入、障害児の受入

れ、預かり保育や子育て支援事業の実施などに係る費用の一部を補助します。 

（２）私立幼稚園の保育料補助及び幼児教育巡回相談の充実 

私学助成を受ける幼稚園に通園する園児の保護者に対して、保育料等の補助を実施し

ます。 

また、特別な支援を必要とする園児への対応等で困難を抱える幼稚園の教職員に対し、

相談員が巡回して課題解決に向けた助言や支援を実施します。 

（３）幼稚園における預かり保育の推進及び認定こども園への移行促進 

幼稚園における多様な保育ニーズへの対応を図るため、職員配置や預かり時間等、一

定の要件の基に、預かり保育に要する経費の補助を実施します。 

また、総合的な教育・保育の提供に向け、施設の改修等に要する費用の一部を補助す

るなど、認定こども園への移行を促進します。 
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こども支援部 

１.こども家庭課  

（１）ひとり親家庭の生活支援の実施 

ひとり親家庭の自立の促進に向けて、児童扶養手当の支給事業、ひとり親家庭等医療

費助成事業、母子・父子・寡婦福祉資金貸付事業の実施などの経済的支援に加えて、生

活・子育て支援・就労などさまざまな視点から、総合的に支援施策を推進します。 

（２）児童手当支給事業の実施 

中学校修了前の子どもを養育する家庭に、児童手当を支給することで、生活の安定を

図りながら、子どものすこやかな成長と発達を図ります。 

（３）医療費等助成事業の実施 

小学校６年生までの通院及び中学校卒業までの入院に係る小児医療費の助成や、小児

ぜん息患者医療費支給事業を実施します。 

２.こども保健福祉課  

（１）社会的養護を必要としている児童への支援 

社会的養護を必要とする児童が家庭に近い環境で養育されるよう、里親等への委託の

推進や児童養護施設・乳児院・児童心理治療施設等への運営支援を行います。 

また、里親や施設等の児童が地域の中で安心して生活できるよう、社会的養護に関す

る普及啓発や関係機関が連携した支援の充実に向け取組を推進します。 

（２）母子保健事業の推進 

妊娠期から乳幼児に至る親子の健康づくりを進めるとともに、安心して妊娠・出産・

育児にあたることができるよう、妊婦及び乳幼児健康診査事業、妊娠・出産包括支援事

業、母子訪問事業、母子相談・教室事業等の取組を進めます。 
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青少年支援室 

１.事業調整担当  

（１）青少年施策の企画、調整 

子ども・若者ビジョンに基づく取組を推進するとともに、乳幼児から若者までのライ

フステージに応じた切れ目のない支援や困難な状況にある子ども・若者やその家庭に対

する支援を進めるため、青少年施策に関する事業の調整を行います。 

２.子どもの権利担当  

（１）子どもの権利施策の推進 

子どもが自分らしく育ち、学び、生活していくため、子どもの権利が尊重され、保障

されるよう、子どもの権利の理解を広める取組や子どもを権利侵害から守る取組を推進

します。

３.青少年育成担当  

（１）青少年活動や健全育成事業の推進 

地域の中で、青少年の健全育成を推進するため、青少年指導員による活動を支援する

とともに、青少年団体と連携した育成環境づくりを進めます。 

また、青少年が積極的に社会活動に参加する育成環境づくりと意識醸成に向けて、「成

人を祝う日のつどい」などに青少年自身が企画・運営に携わる場を提供します。 

４.施設指導・調整担当  

（１）こども文化センターの運営やわくわくプラザ事業の推進 

子どもの多様な体験や活動を通じた児童の健全育成を推進するとともに、市民活動の

拠点として、こども文化センター等の運営（５８か所）を行います。 

また、すべての小学生を対象に、放課後等に児童が安全・安心して過ごせる場づくり

に向け、わくわくプラザ事業（小学校１１３校内）を推進します。 

（２）青少年教育施設の管理・運営 

団体宿泊生活や野外活動を通じて心身ともに青少年の健全な育成を図るとともに、子

どもの遊び、活動の場を提供します。 
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児童家庭支援・虐待対策室 

１.事業調整担当  

（１）児童家庭支援・児童虐待対策事業の推進 

  「川崎市児童家庭支援・児童虐待対策事業推進計画」「子ども・若者ビジョン（重点ア

クションプラン）」に基づく取組として、児童虐待防止の普及啓発などの事業調整を実施

します。 

  また、市内児童相談所や関係機関等との連絡・調整を行います。 

２.連携推進担当  

（１）児童家庭支援・児童虐待対策事業の推進 

「川崎市児童家庭支援・児童虐待対策事業推進計画」に基づく取組を推進するととも

に、虐待の発生予防、早期発見・早期対応、専門的支援の充実を図ります。 

また、要保護児童対策地域協議会による重層的なネットワーク体制を充実するととも

に、広報等による意識啓発を推進します。 

（２）女性保護事業の推進 

各区において、女性に関する相談・支援を行うなど、女性の人権擁護と自立に向けた

取組を推進します。 

また、ＤＶ被害者等への支援に向け、「川崎市ＤＶ相談支援センター」を運営し、配偶

者等からの暴力被害に対し、相談機関等の紹介や制度案内などの電話相談を実施します。 

３.こども家庭センター及び中部・北部児童相談所  

（１）子どもの置かれた状況に応じた相談・援助の実施 

児童福祉法及び児童虐待防止法に基づき、児童に関する問題について、家庭やその他

関係機関からの相談に応じるとともに、必要に応じて児童の処遇の判定・指導を行いま

す。 

また、一時保護所や児童福祉施設等への入所の措置決定、児童・保護者の通所指導を

行うなど、複雑・多様化する家庭環境に置かれた児童に対して、専門的な相談・支援を

行います。 
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こども未来局の組織

局　長 （邉見　洋之） 局 長 ℡200-2659 (43000)

部　長 （竹花　満） 部 長 ℡200-3732 (43100)

課　長 （佐藤　佳哉） 課 長 ℡200-3733 (43101)

庶 務 係 ℡200-3174 (43111)

経 理 係 ℡200-3775 (43132)

調 査 担 当 ℡200-3175 (43121)

課　長 （田中　眞一） 課 長 ℡200-2234 (43104)

企 画 調 整 担 当 ℡200-3028 (43112)

事 業 推 進 担 当 ℡200-2848 (43153)

担当課長(兼） （中島　宏之） 担 当 課 長 ℡200-3527 (32224)

シ ス テ ム 担 当 ℡200-3162 (32226)

担当課長 （相澤　　太） 担 当 課 長 ℡200-3786 (43102)

監 査 担 当 ℡200-3793 (43141)

部　長 （原田　　明） 部 長 ℡200-3521 (43500)

〔保育所整備等〕 担当部長 （野神　昭雄） 担 当 部 長 ℡200-3536 (43600)

課　長 （蔵品　智夫） 課 長 ℡200-2686 (43501)

〔保育支援・調整〕 担当課長 （藤平　高志） 担 当 課 長 ℡200-3948 (43503)

調 整 第 1 係 ℡200-2662 (43511)

調 整 第 2 係 ℡200-3709 (43515)

調 整 第 3 係 ℡200-1992 (43517)

保 育 支 援 係 ℡200-3128 (43512)

保育料・利用調整係 ℡200-3727 (43522)

課　長 （石渡　一城） 課 長 ℡200-2609 (43504)

管 理 担 当 ℡200-2660 (43531)

［Ⅲ　類］ 運 営 支 援 担 当 ℡200-2664 (43541)

保 育 園 （ ４ ０ 園 ）

課　長 （佐藤　直樹） 課 長 ℡200-3728 (43601)

民 間 活 用 推 進 担 当 ℡200-3414 (43602)

整 備 推 進 担 当 ℡200-3556 (43607)

〔民営化推進〕 担当課長 （須山　宏昭） 担 当 課 長 ℡200-2665 (43604)

民 営 化 推 進 担 当 ℡200-3473 (43605)

担当課長 （織裳　浩一） 担 当 課 長 ℡200-3630 (43901)

事業調整・待機児童対策担当 ℡200-3632 (43911)

保育士確保対策担当 ℡200-3705 (43912)

担当課長 （野呂　桂子） 担 当 課 長 ℡200-2685 (43502)

（ 川 崎 区 ） 担当課長 （中山　江身子） 担 当 課 長 ℡201-3269 (61830)

（ 幸 区 ） 担当課長 （石川　明美） 担 当 課 長 ℡556-6672 (62830)

（ 中 原 区 ） 担当課長 （梅原　充子） 担 当 課 長 ℡744-3102 (63830)

（ 高 津 区 ） 担当課長 （福田　和子） 担 当 課 長 ℡861-3292 (64850)

（ 宮 前 区 ） 担当課長 （児川　薫） 担 当 課 長 ℡856-3180 (65830)

（ 多 摩 区 ） 担当課長 （安藤　奈穂子） 担 当 課 長 ℡935-3102 (66830)

（ 麻 生 区 ） 担当課長 （永田　ゆかり） 担 当 課 長 ℡965-5304 (67704)

担当課長 （大田　祈子） 担 当 課 長 ℡200-3794 (43103)

幼 児 教 育 担 当 ℡200-3179 (43151)

監 査 担 当

事業調整・待機児童対策担当

３　資料編

人 材 育 成 担 当

各 区 保 育 総 合 支 援 担 当

こ ど も 未 来 局

総 務 部

庶 務 課

企 画 課

〔システム〕

子 育 て 推 進 部

保 育 課

運 営 管 理 課

保 育 所 整 備 課

幼 児 教 育 担 当
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部　長 （堀田　彰恵） 部 長 ℡200-3176 (43400)

課　長 （須藤　聖一） 課 長 ℡200-2671 (43201)

母 子 福 祉 係 ℡200-2672 (43414)

手 当 支 給 係 ℡200-2674 (43213)

医 療 費 助 成 係 ℡200-2695 (43231)

課　長 （眞鍋　伸一） 課 長 ℡200-2658 (43401)

児 童 養 護 係 ℡200-2673 (43421)

母 子 保 健 係 ℡200-2450 (43221)

室　長 （佐川　道夫） 室 長 ℡200-0824 (43300)

担当課長 （阿部　克義） 担 当 課 長 ℡200-0825 (43303)

事 業 調 整 担 当 ℡200-2668 (43311)

担当課長 （雨宮　米美） 担 当 課 長 ℡200-2689 (43304)

子 ど も の 権 利 担 当 ℡200-2344 (43341)

担当課長 （前田　忠夫） 担 当 課 長 ℡200-2667 (43301)

健 全 育 成 担 当 ℡200-2669 (43321)

施設指導・調整担当 ℡200-3083 (43331)

施 設 整 備 ℡200-3085 (43333)

担当課長 （箱島　弘一） 担 当 課 長 ℡200-2670 (43302)

室　長 （山口　佳宏） 室 長 ℡200-0076 (43800)

担当課長 （七海　信一） 担 当 課 長 ℡200-0084 (43801)

事 業 調 整 担 当 ℡200-0132 (43811)

連 携 推 進 担 当 ℡200-0399 (43821)

［Ⅱ　類］

所　長 （佐藤　毅） 所 長 ℡542‐1271
副所長 （村山　智子） 副 所 長 ℡542‐1425

（保健医療） 担当課長（専門） （浅川　裕子） 担 当 課 長 ℡542‐1216

［Ⅱ　類］

所　長 （出路　幸夫） 所 長 ℡877-8049
副所長 （加藤　正伸） 副 所 長 ℡877-8110

［Ⅱ　類］

所　長 （小林　佳子） 所 長 ℡931-4502

こ ど も 支 援 部

中 部 児 童 相 談 所

青 少 年 育 成 担 当

北 部 児 童 相 談 所

事 業 調 整 担 当

施 設 指 導 ・ 調 整 担 当

子 ど も の 権 利 担 当

こ ど も 家 庭 課

こ ど も 保 健 福 祉 課

児 童 家 庭 支 援 ・ 虐 待 対 策 室

事 業 調 整 担 当

青 少 年 支 援 室

こ ど も 家 庭 セ ン タ ー
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こども未来局の職員数

○組織別 ○職種別

定数 定数

こども未来局 1 一般事務職 130

総務部 1 社会福祉職 76

総務部庶務課 10 心理職 21

総務部企画課 8 建築職 2

総務部（監査担当） 5 保育士 656

子育て推進部 3 医師 1

保育課 23 栄養士 32

運営管理課 26 保健師 8

保育園（４０園） 698 助産師 1

保育所整備課 11 看護師 42

事業調整・待機児童対策担当 5 調理師 9

川崎区保育総合支援担当 9 調理員 10

幸区保育総合支援担当 9 用務員 37

中原区保育総合支援担当 9 合計 1,025

高津区保育総合支援担当 9

宮前区保育総合支援担当 9

多摩区保育総合支援担当 9

麻生区保育総合支援担当 9

幼児教育担当 4

こども支援部 1

こども家庭課 13

こども保健福祉課 10

青少年支援室 18

児童家庭支援・虐待対策室 8

こども家庭センター 62

中部児童相談所 37

北部児童相談所 18

合計 1,025

職種組織
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こども未来局の事務

(1) 局の人事、予算及び決算に関すること
(2) 局内の連絡調整及び事務改善に関すること
(3) 局事業の調査に関すること
(4) 局内他の課の主管に属しないこと

(1) こども施策に係る企画、調整及び推進に関すること
(2) 地域子育て支援に関すること
(3) 私立学校等の助成に関すること
(4) 子ども・子育て支援事業計画に関すること
(5) 子ども・子育て会議に関すること
(6) 児童福祉審議会に関すること
(7) 局指定管理者選定評価委員会に関すること

(1) 児童福祉法等に係る指導監査（他の所管に属するものを除く。）に関すること
(2) 社会福祉法人（他の所管に属するものを除く。）の認可に関すること

(1) 児童福祉法及び子ども・子育て支援法の施行
（保育所及び家庭的保育事業等に係るものに限る。）に関すること

(2) 私立保育所の育成及び指導に関すること
(3) 家庭的保育事業等に関すること
(4) 認可外保育施設に関すること

(1) 市立保育所に関すること
(2) 保育所等職員の研修に関すること
(3) 保育所等入所児童等健康管理委員会に関すること

(1) 保育所等の整備に関すること
(2) 市立保育所の民営化（他の所管に属するものを除く。）に関すること
(3) 市立保育所の再整備に関すること
(4) 保育所等整備事業者選定委員会に関すること

(1) 待機児童対策の推進に関すること
(2) 保育士確保対策の推進に関すること

(1) 地域の保育所等に関する総合的支援に関すること
(2) 市立保育所の民営化（保育所運営の引継ぎに関する事務に限る。）
に関すること

(1) 私立幼稚園の就園奨励に関すること
(2) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律
及び子ども・子育て支援法（幼稚園及び認定こども園に係るものに限る。）
に関すること

(3) 幼児教育の支援に関すること

監 査 担 当

事 業 調 整 ・ 待 機 児 童 対 策 担 当

保 育 課

保 育 所 整 備 課

企 画 課

人材育成担当及び各区保育総合支援担当

幼 児 教 育 担 当

運 営 管 理 課

庶 務 課

総 務 部

子 育 て 推 進 部
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(1) 児童手当及び子ども手当に関すること
(2) 児童扶養手当に関すること
(3) 災害遺児等福祉手当に関すること
(4) ひとり親家庭等医療費助成に関すること
(5) 小児医療費助成に関すること
(6) 小児ぜん息患者医療費助成に関すること
(7) 母子及び父子並びに寡婦福祉法の施行に関すること
(8) 一般財団法人川崎市母子寡婦福祉協議会に関すること

(1) 児童福祉法の施行（他の所管に属するものを除く。）に関すること
(2) 母子生活支援施設に関すること
(3) 母性及び乳幼児の保健に関すること
(4) 母性、乳幼児等の公費負担医療の給付等に関すること
(5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の施行
（育成医療に係るものに限る。）に関すること

(6) 児童福祉施設（他の所管に属するものを除く。）の整備に関すること
(7) 小児慢性特定疾病審査会に関すること

(1) 青少年対策の推進に関すること
(2) 青少年の健全育成に関すること
(3) 青少年団体の育成に関すること
(4) 青少年問題協議会に関すること
(5) 子どもの権利に係る施策の総合調整に関すること
(6) こども文化センターに関すること
(7) ふれあい館に関すること
(8) 青少年の家に関すること
(9) 少年自然の家に関すること
(10) 黒川青少年野外活動センターに関すること
(11) 子ども夢パークに関すること

(1) 児童及び家庭についての相談及び支援に係る調査、企画及び調整並びに
情報の収集及び発信、関係機関との連携等の推進に関すること

(2) 児童虐待の防止等に関する法律の施行
（他の所管に属するものを除く。）に関すること

(3) 児童虐待の防止に係る調査、企画及び調整並びに情報の収集及び発信、
関係機関との連携等の推進に関すること

(4) こども家庭センター、中部児童相談所及び北部児童相談所との連絡調整
に関すること

(5) 家庭児童相談室に関すること
(6) 女性保護に関すること

こ ど も 保 健 福 祉 課

こ ど も 家 庭 課

青 少 年 支 援 室

児 童 家 庭 支 援 ・ 虐 待 対 策 室

こ ど も 支 援 部
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(1) 所の維持管理に関すること
(2) 所の措置に伴う費用の徴収に関すること 
(3) 児童の所持品、証拠品及び遺留金品の保管及び処分に関すること
(4) 中部児童相談所及び北部児童相談所への援助に関すること 
(5) 児童の心理学的、医学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定、
指導及び治療に関すること

(6) 児童及び家庭についての調査、指導及び支援に関すること
(7) 児童の家庭裁判所への送致に関すること
(8) 障害児入所給付費及び特定入所障害児食費等給付費並びに
障害児入所医療費の支給の決定に関すること

(9) 児童の児童福祉施設等への措置に関すること 
(10) 里親に関する相談及び援助に関すること
(11) 養子縁組に関する相談及び援助に関すること
(12) 児童の相談及び通告に関すること
(13) 児童の一時保護に関すること
(14) 一時保護所に関すること

(1) 所の維持管理に関すること
(2) 所の措置に伴う費用の徴収に関すること 
(3) 児童の所持品、証拠品及び遺留金品の保管及び処分に関すること
(4) 児童の心理学的、医学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定、
指導及び治療に関すること

(5) 児童及び家庭についての調査、指導及び支援に関すること
(6) 児童の家庭裁判所への送致に関すること
(7) 障害児入所給付費及び特定入所障害児食費等給付費並びに
障害児入所医療費の支給の決定に関すること

(8) 児童の児童福祉施設等への措置に関すること 
(9) 里親に関する相談及び援助に関すること
(10) 養子縁組に関する相談及び援助に関すること
(11) 児童の相談及び通告に関すること
(12) 児童の一時保護に関すること
(13) 一時保護所に関すること

(1) 所の維持管理に関すること
(2) 所の措置に伴う費用の徴収に関すること 
(3) 児童の心理学的、医学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定、
指導及び治療に関すること

(4) 児童及び家庭についての調査、指導及び支援に関すること
(5) 児童の家庭裁判所への送致に関すること
(6) 障害児入所給付費及び特定入所障害児食費等給付費並びに
障害児入所医療費の支給の決定に関すること

(7) 児童の児童福祉施設等への措置に関すること 
(8) 里親に関する相談及び援助に関すること
(9) 養子縁組に関する相談及び援助に関すること
(10) 児童の相談及び通告に関すること
(11) 児童の一時保護に関すること

こ ど も 家 庭 セ ン タ ー

中 部 児 童 相 談 所

北 部 児 童 相 談 所
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